
令和８年第５回日高市農業委員会議事録 

開 催 月 日   令和８年４月２７日(月) 

開 催 場 所   日高市役所 ５０１会議室 

開 催 時 刻   午後３時３０分 

閉 会 時 刻   午後４時３０分 

議     長 福井 一洋 

 議席番号    氏    名 出欠席 議席番号    氏    名 出欠席 

  

  

 農 

 業 

 委 

 員 

 １   吉川 英雄 出席 ８ 嶋野 順一 出席 

 ２   道谷  淳史 出席 ９ 清水 典子 出席 

 ３   金子 誠 出席 １０ 松田 浩幸 出席 

 ４   平岡 進 出席 １１ 田中 初代 出席 

 ５   粟田 聡 出席 １２ 小岩井 義則 出席 

 ６   橫田 拓也 出席 １３  森谷 進 出席 

 ７   梅澤 三子 出席 １４ 福井 一洋 出席 

 

 議事関係 

出席者 
なし 

事 務 局 事務局長 米澤 和成 

主幹 中野 俊彦   主査 小峰 賢一   主査 鹿山 喜久治 

 傍 聴 人  なし 
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議事録署名委員の指名 

議案第14号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第15号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第16号 農用地利用集積等促進計画(案)の決定について 
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これより、議事に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

農業委員会会議規則第 14条の規定によりまして、議事録署名委員の指名を

します。本総会の議事録署名委員は、○○委員、○○委員にお願いします。 

 

日程第２ 議案第１４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号農地法第３条の規定による許可申請について審議に入りま

す。本件担当、○○委員より申請地の状況について説明をお願いします。 

 当該地につきましては、○○交差点を西に行った新しい道路の北側に位置

します。現況はトラクターによりきれいに耕うんされている状況でした。 

 続きまして、事務局より申請人の状況について、説明をお願いします。 

申請人は、サツマイモ、ネギ、落花生等露地野菜や栗、梅等果樹を栽培する

農家です。農作業歴は本人 33年、妻は 28年です。年間の農業従事日数は家族

２人で、申請人が 185 日、妻が 180 日年間で従事しています。経営面積は約

8,325 ㎡です。農業機械については、トラクター１台、管理機１台、刈払機２

台、自走式草刈機１台、マルチペッパー１台等を所有しています。 

申請地の 33 番 2 は県道○○線の道路用地の残地として 1.62 ㎡だけ残され

てしまったことから、隣接農地所有者である申請人に農地を譲り渡すもので

す。こちらは、贈与となり金銭のやりとりはありません。 

ただいま、○○委員及び事務局より説明がありましたが、質疑等ございま

すか。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第３

条第２項各号に該当しないため、許可で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可と決しました。 

日程第３ 議案第１５号「農地法第５条」の規定による許可申請につ

いて 

続きまして、日程第３ 議案第 15 号 農地法第５条の規定による許可

申請についてを議題とします。本件担当の○○委員に申請地の状況につ

いて、説明をお願いします。 

申請地は、○○で県道○○線の沿線に位置します。当該地は畑ではなく、締

め固められた地面となっています。申請地の西隣にトラックやゴミ収集車、一

輪車などが駐車されていて、おそらく○○さんの所有物と思われます。申請地

と宅地の判別ができない状況でした。 

続きまして、事務局より申請人の状況について、説明をお願いします。 

申請人は、○○業を営む事業者です。○○地内及び○○地内に資材置場が

ありますが、事業に必要な重機や作業車両、資材置場が足りないことから隣

接農地を買受け、駐車場及び資材置場として敷地拡張したいとのことです。

資金計画につきましては、事業費に対して全て自己資金にて対応することと
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しており、資金の裏付け書類も提出されています。申請地の農地区分は２種

農地であり、計画目的について妥当であると思われます。 

ただいま、粟田委員及び事務局より説明がありましたが、質疑がありまし

たらお願いします。 

ここの場所ではないが以前駐車場になっている土地を原状回復させた案件

があったと思うが、今回はどうなのか。 

砂利が敷いてあったり、コンクリート打設されていなくて、土が踏み固め

られた状態であることからやむを得ないと判断します。 

備考に当初除外とあるが。 

昭和４８年に農業振興計画が認可されたが、当初から農業振興地域から除

外された土地となっています。 

他に質疑ございますか。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第５

条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

日程第４ 議案第１６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第18

条第３項の規定による農用地利用集積促進計画(案)の決定について 

議案第１６号 「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項」の

規定による「農用地利用集積等促進計画（案）の決定について」を議題としま

す。１番、本件担当○○地区は、○○委員、○○地区は、○○委員、○○地区

は○○委員に申請地の状況について、説明をお願いします。始めに○○委員お

願いします。 

利促 1-1 の土地につきましては、○○のローソンの北側になります。申請地

の１～４番は一体的な農地になっていまして、トラクターできれいに耕うんさ

れており、何年も作付けされている状況です。利促 1-2 については、○○の道

路を東に行って、○○の裏の農地となります。申請地の５番から 11 番までの

一体的な農地でこちらもよく管理されていました。 

続きまして○○委員お願いします。 

利促 1-3 の土地は○○の○○の南側の土地で、両方で 1町 2反トラクターで

耕うんされ、すぐ作付けできる状態になっています。 

続きまして○○委員お願いします。 

利促 1-4 の土地につきまして、○○さんのお宅に近いところで、非常にきれ

いに管理されています。 

続きまして、事務局より申請人の状況について、説明をお願いします。 

譲受人は、市内で酪農を営み、農地所有適格法人として営農している法人で

す。市内の経営面積は約 9.5ha となります。○○地区周辺と○○地区で主に営

農しており、市外では○○町でも農地を借り受けております。 
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今回の申請地は、既存経営地の隣接地であり、経営規模拡大のため申請に至

っています。牧場では約 180 頭の乳牛を飼育し、農地では飼料用の作物を栽培

しております。農機具は、トラクター５台、トラック２台等を所有しています。 

常時雇用は４名、臨時雇用は３名で農作業を行っています。 

今回は１番から 16番と 20 番 21 番は中間管理事業への切り替え。17 番から

19 番は新規の申請となります。ご審議のほどお願いします。 

ただいま、各委員及び事務局より説明がありましたが、質疑ありましたらお

願いします。 

 ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。今回の計画

について、「意見なし」ということでよろしいでしょうか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件について、「意見なし」で回答します。 

議案２番、本件担当の○○委員に申請地の状況について、説明をお願いしま

す。 

場所は○○小学校の南側の農道沿いを○○方面に向かい○○公会堂を過ぎ

た○○寄りのところですが、水田になっていて耕うんされています。 

続きまして、事務局より申請人の状況について、説明をお願いします。 

借受人は花きをはじめ水稲、パパイヤ、里芋などを栽培する認定農業者です。

年間の農業従事日数は 350 日。借受人は広域で農地を借り入れており、経営面

積は、約 9.4ha となります。トラクタ―、田植え機機等の耕作機械を多数所有

しています。 

申請人は申請地周辺の水田を利用集積して水稲栽培を行なう予定です。今回

は規模拡大を目的としています。ご審議のほどお願いします。 

ただいま、各委員及び事務局より説明がありましたが、質疑ありましたらお

願いします。 

 ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。今回の計画

について、「意見なし」ということでよろしいでしょうか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件について、「意見なし」で回答します。 

続いて議案３番、申請地の状況及び申請人の状況について、事務局より説明

をお願いします。 

申請地は○○地内、○○公会堂を西に 70ｍほど入った南側です。現地は耕作

され、きれいに管理されている状況でした。 

申請人は、市内でゴマや小麦を中心に栽培する認定農業者です。 

経営面積は、借入地のみで約 6.8ha。今回、新規での中間管理事業の申請と

なります。年間の従事日数は 250 日、農業専従者 3 名おり、農業雇用労働力

は、延べ人数で約 800 日あります。トラクターやトラック、ゴマ刈機等の農機

具も所有しています。ご審議のほどお願いします。 
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ただいま、事務局より説明がありましたが、質疑又は意見がありましたらお

願いします。 

 ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。今回の計画

について、「意見なし」ということでよろしいでしょうか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件について、「意見なし」で回答します。 

以上で、本日の審議事項等すべて終了しました。 

 

署    名 

 この議事録は、農業委員会事務局が作成したものであるが、議事録の内容が正当であることを証する

ため、ここに署名する。 

  議     長                                

 

  議 事 録 署 名 委 員                            

 

                                  


